
遡り調査の整理
当該病院等における
「初回の診断」
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届出の要否

指定状態の辞退又は取消

病院は平成28年1月1日以降に診断された全ての原発性のがんに対して届出義務がある
届出を行わない場合、法7条による届出の勧告等の対象となり得る

診療所が指定を受けた日 届出義務のある状態

法第14条に基づく通知

国都道府県死亡診断書作成に係る病院等

法第16条に基づく協力の要請

※遡り調査の法的根拠
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